
第２回公契約条例検討委員会 次 第

令和２年５月 19 日（火）

午前９時～10 時 30 分

第一庁舎４階 会議室 141

１ 開 会

２ 委員長あいさつ

３ 議 事

（1） 論点整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料Ａ

（2） 論点協議

１ 公契約の定義（条例の対象契約）について・・・資料Ｂ

２ 条例の目的・理念について・・・・・・・・・・資料Ｂ、Ｃ

３ 労働環境の適正化について・・・・・・・・・・資料Ｄ

４ 閉 会

【資料】

【今後の会議予定】

Ａ 公契約条例に関わる論点（案）

Ｂ 長野市公契約条例の適用範囲・目的及び理念に関する考え方、草案

Ｃ 「働き方改革」と「担い手三法改正」

Ｄ 労働環境の適正化を図る図式

日時・場所 内 容

第３回 令和２年６月２日（火）午前 10 時から

論点について協議第一庁舎５階 会議室 151

第４回 令和２年６月 24 日（水）午後１時 30 分から

職員会館３階 大会議室

第５回 令和２年７月 16 日（木）午後１時 30 分から 協議、意見整理

第一庁舎５階 会議室 151



1

公契約条例に関わる論点

論点

1 「公契約」の定義

(＝条例の対象契約）

ア 条例の対象を「自治体が発注するすべての契約に指定管理

者と市とが締結する公の施設の管理に関する協定を加え

たもの」としてよいか。

2 条例の目的・理念 イ 「働き方改革」や「担い手三法」の内容を条例の理念にど

う位置付けるか。

ウ 地域を守る、活性化するという視点を条例の理念にどう位

置付けるか。

エ 広く市民サービスの向上に資するという視点を条例の理

念にどう位置付けるか。

オ ジェンダー平等、障害者等の雇用・配慮に関わる視点を条

例の理念にどう位置付けるか。

3 労働環境の適正化 カ 一定水準以上の賃金の支払い（賃金条項）をどう考えるか。

キ 事業者からの「労働環境の報告」によって適正化をどう図

るか。

s 対象とする契約の範囲（金額、業務区分など）をどう設

定するか。

s 報告を求める内容は何か。

s 報告を受けた市はどう対応するか。

ク 「労働者からの申出」制度によって適正化をどう図るか。

s 対象とする契約の範囲（金額、業務区分など）をどう設

定するか。

s 申出を受けた市はどう対応するか。

ケ 条例の運用状況をチェックする第三者組織の設置は必要

か。

資料 A



長野市公契約条例の適用範囲・目的及び理念に関する考え方、草案

１ 「公契約」の定義（＝条例の対象契約）

２ 「目的」の考え方と草案

３ 「理念」の草案

「理念」としては、第１回委員会での意見、他中核市の条例などを参考にし、以下の

視点が想定される。（下記は順不同）

(1) 契約の過程及び内容の透明性及び公正性が確保されるべきこと

(2) 価格以外の多様な要素も考慮し総合的に優れた内容の契約であるべきこと

(3) 適正な金額や工期（期間、納期）での契約締結であるべきこと

(4) 市内（地元）の事業者の受注機会の確保が図られるべきこと

(5) 談合その他の不正行為の排除が徹底されるべきこと

(6) 契約内容が適正に履行、納品されるべきこと

(7) 地元産品の利用が図られるべきこと

(8) 地域における雇用の確保が図られるべきこと

(9) 事業者の有する専門的な技術の継承が図られるべきこと

(10) 業務に従事する労働者の賃金その他の労働環境の適正化が図られるべきこと

(11) 人権への配慮（ジェンダー平等はここに含まれる）に価値が置かれるべきこと

(12) 環境保全に価値が置かれるべきこと

(13) 社会貢献活動に価値が置かれるべきこと

左記以外の契約工事等の請負契約
公の施設の管理

に関する指定管

理者との協定一定額以上の契約

直接目的

s 本市が発注者と
なる契約等（以

下、「公契約」と

いう。）の適正化

を図るため

達成手段

s 理念を定める。

s 市及び公契約の相

手方の責務を明ら

かにする。

究極目的

s 持続可能な社会の実現

s 健全な地域経済の発展

s 良好な公共サービスの

提供

目的の草案（ウの類型による）

法制執務における目的規定の考え方

s 条例制定の法的根拠、立法目的等を簡潔に表現したもので、その条例等の達成し

ようとする目的の理解を容易にするとともに、各条文の解釈の指針となる。

s 記述形式としては、ア：直接の目的のみ、イ：アに達成の手段を加えたもの、

ウ：イに究極の目的を加えたもの、という３つの類型がある。

資料Ｂ























市への報告や申出

賃金に関わる条項の例

　

　公契約は、次に掲げる事項を
旨として、行わなければならな
い。労働者等の適正な労働環
境を確保すること。（郡山市）

　公契約は、労働者の適正な
労働条件の確保その他の労働
環境の整備が図られなければ
ならない。（岡崎市）

　市長は、（中略）対象労働に
おいて、次に掲げる事項を定め
るものとする。「受注者は、労働
者等のうち受注者に雇用され
る者に対し、労働報酬下限額
以上の労働の対価を支払わな
ければならないこと。」（越谷
市）

理念条例

下限額を明示した条例

労働環境報告
・労働条件
・労働時間
・安全衛生
・保険加入
・賃金　　など

市の措置等

労働者からの申出
・労働報告書に対する疑義
・労働の不適正な対価など

確
認
・
調
査 労働基

準監督
署など

注意
是正要求
指導

理念条例でも下限額を明示した条例でも、市への報告や申
出、市の措置に関しては、あまり違いはない。

公表
契約解除
指名停止

通報

資料Ｄ


